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2009 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ 
 

 

 

当社は、平成 16 年 9 月 2 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、2009 年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 社債の名称 

 日本トランスシティ株式会社 2009 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本

新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを｢本新株予約

権｣という。） 

２. 発行総額 

 15 億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得

て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額 

３． 社債の発行価額 

 本社債の額面金額の 100％（各本社債の額面金額 5,000 万円） 

４. 社債の利率 

 本社債には利息は付さない。 

５． 新株予約権の発行価額 

 無償とする。 

６． 払込期日及び発行日 

 2004 年 9月 21 日 

７． 募集方法 

 Nomura International plc を引受会社（以下「引受会社」という。）とする総額買取引受けに

よる欧州を中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における私募。 

８． 新株予約権に関する事項 

 （１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普

通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を移転する数は、行使請求に係る

本社債の発行価額の総額を下記（３）記載の転換価額で除した数とする。但し、行使によ
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り生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使に

より単元未満株式が発生する場合には、当社は商法に定める単元未満株式の買取請求権が

行使されたものとして現金により精算する。 

 （２）発行する新株予約権の総数 

 30 個並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得

て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を 5,000 万

円で除した個数の合計数 

 （３）新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

 ①各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。

 ②転換価額は、当初、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家

の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新

株予約権付社債に関して、当社と引受会社との間で締結される引受契約書の締結日の

株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の

普通取引の終値（以下「終値」という。）を下回ってはならない。 

 ③2005 年 9 月 9 日（日本時間とし、以下「第１決定日」という｡）又は 2006 年 9月 11 日

（日本時間とし、以下「第２決定日」といい、第１決定日と合わせてそれぞれ「決定

日」という｡）まで（当日を含む。）の 30連続取引日の終値の平均値の１円未満の端数

を切り上げた金額（以下それぞれ「決定日価額」という｡）が、当該決定日に有効な転

換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、第１決定日に係る修正については 2005

年 9月 21 日、第２決定日に係る修正については 2006 年 9 月 21 日（いずれも日本時間

とし、以下それぞれ「効力発生日」という｡）以降、当該決定日価額に修正される。但

し、いずれの場合にも上記の計算の結果算出される金額が当初の転換価額に対し当該

決定日までに効力が生じた下記④記載の調整を行うことにより算出した金額の 80％に

満たない場合には、転換価額は、当該 80％に相当する金額の１円未満の端数を切り上

げた金額に修正される。なお、各決定日の翌日からこれに対応する各効力発生日まで

の間に下記④に従って転換価額が調整された場合には、上記により算定された転換価

額はさらに調整される。「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、

終値が発表されない日を含まない｡ 

 ④転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額

で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の

算式により調整される。なお、次の算式において、｢既発行株式数｣は当社の発行済普

通株式（当社が保有するものを除く｡）の総数をいう。 

          

       １株当りの発行

     既 発 行

発 行 又 は 

処分株式数 
× 

又 は 処 分 価 額

  調 整 後 調 整 前 株 式 数
＋

時  価 

  転換価額

 
＝ 

転換価額

 
×

既発行株式数 ＋ 
発 行 又 は 

処分株式数 

        

 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額

をもって当社普通株式の発行又は移転を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に

付されるものを含む｡）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜

調整される。 

 （４）新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額の算定

理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分
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離譲渡はできず、且つ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本

社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、市場環境等に基づく

本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる

経済的な価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。また、本社債が転換社債型新

株予約権付社債であることから、各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は本

社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は上記（３）②記載のとおり決定される額と

する。 

 （５）新株予約権の行使請求期間 

2004 年 10 月 4日から 2009 年 9月 7日まで（行使請求受付場所現地時間）とする。但し、

(イ)下記９.（１）②（イ）記載の当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日

の東京における３営業日前の日まで、（ロ）下記９.（１）②（ロ）記載の本新株予約権

付社債の所持人の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還通知書が本新株予約権付

社債の要項に定める支払代理人に預託された時まで、（ハ）下記９.（２）記載の買入消

却の場合は、当社が本社債を消却した時又は当社の子会社が本新株予約権付社債を、こ

れに係る本社債の消却のために当社に交付した時まで、また（ニ）本社債の期限の利益

の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2009 年 9 月

7 日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。 

 （６）その他の新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

 （７）新株予約権の消却事由及び消却の条件 

消却事由は定めない。 

 （８）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れる額 

本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れる額とは、当該発行

価額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切

り上げた額とする。 

 （９）本新株予約権の期中行使があった場合の取扱い 

本新株予約権の行使により発行又は移転する株式に関する利益配当金又は中間配当金（商

法第 293 条ノ 5による金銭の分配）は、当該行使の効力発生日の属する配当計算期間（現

在 3 月 31 日及び 9 月 30 日に終了する各 6 ヶ月の期間をいう。）の初めに当該株式の発行

又は移転があったものとみなして、これを支払う。 

９． 社債に関する事項 

 （１）社債の償還方法及び期限 

 ①満期償還 

 2009 年 9月 21 日（償還期限）に本社債の額面金額の 100%で償還する。 

 ②繰上償還 

 （イ）当社の選択による繰上償還 

① 130％コールオプション条項による繰上償還 

東京証券取引所における終値が、20 連続取引日にわたり、当該各取引日に適用の

ある上記８(３)記載の転換価額の 130％以上であった場合、当社は、その選択によ

り、当該 20 連続取引日の末日から 30 日以内に本新株予約権付社債の所持人に対し

て 30日以上 60日以内の事前の通知を行うことにより、2007 年 9月 21 日以降、残

存本社債の全部（一部は不可）をその額面金額の 100％で繰上償還することができ

る。 

②税制変更による繰上償還 

日本国の税制の変更等により、当社が本社債に関する支払に関し本新株予約権付社

債の要項に定める追加額の支払義務を負い、且つ、当社が合理的な措置を講じても
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かかる追加額の支払義務を回避することができない場合には、当社は、その選択に

より、本新株予約権付社債の所持人に対して 30 日以上 60日以内の事前の通知をし

たうえで、残存本社債の全部（一部は不可）をその額面金額の 100％で繰上償還す

ることができる。但し､当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最も早い日

から 90 日以上前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。 

③当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となるための株主総

会決議が採択された場合、当社は、本新株予約権付社債の要項に定める一定の措

置を講じること等を条件として、本新株予約権付社債の所持人に対して 30日以

上 60 日以内の事前の通知をしたうえで、該当する本社債の全部（一部は不可）

を、その額面金額に対する下記の割合で表示される償還金額で繰上償還すること

ができる。 

2004 年 9月 21 日から 2005 年 9月 20 日まで 104％ 

2005 年 9月 21 日から 2006 年 9月 20 日まで 103％ 

2006 年 9月 21 日から 2007 年 9月 20 日まで 102％ 

2007 年 9月 21 日から 2008 年 9月 20 日まで 101％ 

2008 年 9月 21 日から 2009 年 9月 20 日まで 100％ 

 （ロ）新株予約権付社債の所持人の選択による繰上償還 

 本新株予約権付社債の所持人は、その保有する本社債を、2007 年 9 月 21 日にその額

面金額の 100％で繰上償還することを当社に対し請求する権利を有する。この請求権

を行使するために、本新株予約権付社債の所持人は、上記償還期日に先立つ 30 日以

上 60 日以内の期間中に所定の様式の償還通知書に当該本新株予約権付社債券を添付

して本新株予約権付社債の要項に定める支払代理人に預託することを要する。 

 （２）買入消却 

当社及び当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付

社債を買い入れ、これを保有又は転売することができる。また、当社は、買い入れた本

新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、当社の子会社は、買い入れた本

新株予約権付社債を、これに係る本社債の消却のために、当社に交付することができる。

 （３）社債の様式 

無記名式新株予約権付社債券 

 （４）社債の担保又は保証 

本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。 

 （５）財務上の特約 

担保設定制限が付される。 

10． 上場取引所 

該当事項なし。 

11． 代用払込に関する事項 

商法第 341 条ノ３第１項第７号及び第８号により、本新株予約権付社債の所持人が本新株予約

権を行使したときは、かかる行使をした者から、当該本新株予約権が付された本社債の全額の

償還に代えて、当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたも

のとする旨の請求があったものとみなす。 
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（ご 参 考） 

 

１．資金の使途 

（１） 今回調達資金の使途 

手取金概算額 14 億 8,300 万円については、社債償還資金に充当する予定です。 

（２） 業績に与える見通し 

今回の資金調達により、金融収支の改善等を見込むことができます。 

２．株主への利益配分等 

（１） 利益配分に関する基本方針 

当社の株主に対する利益配分は、財務体質の強化を図るため内部留保にも配慮しつつ、

安定した配当を行うことを基本として、業績に応じた成果の配分を行うこととしており

ます。 

（２） 配当決定にあたっての考え方 

配当金額につきましては、当該年度の業績及び上記の基本方針に基づき総合的に判断し、

決定することとしております。 

（３） 過去３決算期間の配当状況等 

 平成 14 年 3 月期 平成 15 年 3 月期 平成 16 年 3 月期 

１株当たり当期純利益 6.78 円 2.01 円 9.14 円

1 株 当 た り 配 当 額 

（内 1 株当たり中間配当

額） 

7.00 円

（3.00 円）

7.00 円 

（3.00 円） 

7.00 円

（3.00 円）

実 績 配 当 性 向 103.2％ 348.3％ 76.6％

株 主 資 本 利 益 率 1.7％ 0.6％ 2.2％

株 主 資 本 配 当 率 1.7％ 1.6％ 1.6％
 

(注) 1.  株主資本利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部合計

の平均）で除した数値です。 

2. 株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均）

で除した数値です。 

3. 平成 14 年３月期、平成 15 年３月期および平成 16 年３月期の１株当たり配当額７円は、特別配当１

円を含んでおります。 

4. 平成 14 年 3 月期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1 株当たり当期純利益金

額の数値は発行済株式数から自己株式数を控除して計算しております。 

5. 平成 15 年 3 月期から「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 14 年

9 月 25 日 企業会計基準第 2号）および「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成 14 年 9 月 25 日 企業会計基準適用指針第 4 号）を適用しております。 
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３．その他 

（１） 潜在株式による希薄化情報等 

転換価額が未定のため、算出しておりません。 

（２） 過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

① エクイティ・ファイナンスの状況 

銘 柄 発行総額 発行日 転換価額 

2008年満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債
1,500百万円 2004年3月12日 285円 

  

② 過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期

始 値 194 円 250 円 206 円 282 円

高 値 261 円 257 円 298 円 385 円

安 値 188 円 192 円 206 円 250 円

終 値 245 円 216 円 282 円 375 円

株 価 収 益 率 36.14 倍 107.46 倍 30.85 倍 － 

 
(注) 1. 平成 17 年 3 月期の株価については、平成 16 年９月１日現在で表示しております。 

2. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の１株当たり当期純利益で除した数値でありま

す。 
 

以上 
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2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ 
 

 

 

平成 16年９月２日開催の当社取締役会において決議いたしました 2009年満期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権

のみを｢本新株予約権｣という。）の発行に関し、発行条件等について決定いたしましたので、既に決定

済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

新株予約権に関する事項 

１． 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 本社債の発行価額と同額とする。

 当初転換価額 410 円

 （参考） 

 決定日（平成 16 年９月２日における株価等の状況）

 イ．東京証券取引所の株価（終値） 372 円

 ロ．アップ率［{(転換価額※)/(株価(終値))－１}×100］ 10.22 ％

 

 

２． 新株の発行価額中の資本組入額 本社債額面 5,000 万円につき 

2,500 万円
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（ご 参 考） 

 

（１） 発行総額  15億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の

場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替

新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計

額 

（２） 発行決議日  平成16年９月２日 

（３） 申込期間  該当事項なし。 

（４） 払込期日及び発行日  2004年９月21日 

（５） 新株予約権の行使請求期間  2004年10月４日から2009年９月７日まで（行使請求受付場

所現地時間）とする。但し、①当社の選択による本社債の

繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日ま

で、②本新株予約権付社債の所持人の選択による本社債の繰

上償還の場合は、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に

定める支払代理人に預託された時まで、③買入消却の場合

は、当社が本社債を消却した時又は当社の子会社が本新株予

約権付社債を、これに係る本社債の消却のために当社に交付

した時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合には、

期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2009

年９月７日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株

予約権を行使することはできない。 

（６） 償還期限  2009年９月21日 

 

以上 

 


